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＊ご意見の募集について＊ 

大阪市では、平成24（2012）年３月に策定した「大阪市高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画（第５期）」に基づき、高齢者に対する保健や福祉分野をはじめ

とする施策の充実及び介護保険事業の円滑な運営に努めているところです。 

第５期計画は、平成24（2012）年度から平成26（2014）年度までを計画期

間としており、３か年ごとに計画の見直しを行うこととなっています。 

この度、高齢者を取り巻く状況の変化、社会経済情勢の推移、国の施策動向・介

護保険制度の改正やこれまでの大阪市における各施策・事業の実施状況を踏まえ、

平成27（2015）年度から平成29（2017）年度までを計画期間とする次期「大

阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第６期）」の素案を取りまとめまし

た。 

つきましては、この計画素案に対する意見を募集します。 

今後、いただきましたご意見を参考にしながら検討を重ね、平成27（2015）

年度からの計画を策定します。 

なお、いただきましたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらか

じめその旨、ご了解願います。 

 

＊ご意見の提出方法＊ 

送付、ファックス、電子メール等によりご意見をお寄せください。 

（はがき・ファックスの用紙は最後のページの用紙をご活用ください。） 

 

送り先        〒530－8201 大阪市北区中之島１－３－20 

大阪市福祉局高齢福祉課「計画の意見募集」係 

ファックス      （０６）６２０２－６９６４ 

電子メール（E-mail） koureisya-keikaku@city.osaka.lg.jp 

 

＊ご意見をお寄せいただく期限＊ 

平成27（2015）年１月26日（月） 必着 

 

※この冊子は、計画（素案）の概要をまとめたものであり、計画（素案）の全文につきま

しては、大阪市福祉局高齢福祉課（市役所２階）、区保健福祉センター福祉業務担当等に

設置しています。また、以下のホームページにも掲載しています。 

（http://www.city.osaka.lg.jp/templates/jorei_boshu/fukushi/0000289626.html） 

 

mailto:koureisya-keikaku@city.osaka.lg.jp
http://www.city.osaka.lg.jp/templates/jorei_boshu/fukushi/0000289626.html
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＊高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について＊  

わが国では、人口の高齢化が急速に進行しています。現在、人口規模の大きい、いわゆる

「団塊の世代」（昭和22（1947）～24（1949）年生まれの方）が高齢期を迎え、本格的

な高齢社会に移行しています。 

こうした中で、意欲と能力のある高齢者には社会の支え手となってもらうと同時に、支え

が必要となった時には、周囲の支えにより自立し、人間らしく生活できる尊厳のある超高齢

社会を実現させること、国民一人ひとりの意欲と能力が最大限に発揮でき、全世代で支え合

える社会を構築することが必要となっています。 

今回の第６期計画は、前期計画（第５期）の方向性を承継し、「団塊の世代」がすべて75

歳以上となり介護が必要な高齢者が急速に増加する平成37（2025）年度までの今後10年

間で、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるような「地域包括ケアシステムの実現」をめざします。 

なお、今後の高齢化の進展やサービスの更なる充実・機能強化を図っていく中で、介護保

険制度の持続可能性を高めていくことが強く求められており、今回の介護保険制度の見直し

は、「地域包括ケアシステムの構築」、「費用負担の公平化」を目的として、サービスの充実、

重点化・効率化などの取組みが示されています。 

 

 

 

 

  （地域包括ケアシステムの構築） 

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、 

介護予防を充実させます。 

● 地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実 

①在宅医療・介護連携の推進 ②認知症施策の推進 

③地域ケア会議の推進 ④生活支援サービスの充実・強化 

● 予防給付の見直し・特養入所の重点化 

①全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を市町村が取り組む地域支援事業 

に移行し、多様な担い手による多様なサービスの提供を行えるようにします。 

①特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護３以上に限定（既入所者を 

除く） 

（費用負担の公平化） 

保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるための取組みを進めます。 

● 保険料軽減を拡充 

○低所得者の保険料の軽減割合を拡大 

● 所得や資産のある方の利用者負担の見直し 

①一定以上の所得のある利用者の自己負担を引き上げ（１割→２割負担に）。 

②低所得者の施設利用者の食費・居住費を補てんする「補足給付」の要件に、資産 

等を追加  

介護保険制度改正のポイント 
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＊第６期計画における計画期間・計画の位置付け＊  

 

●計画の期間 

この計画は、平成27（2015）年度から平成29（2017）年度までの３か年を計画期間と

しますが、平成37年（2025年）までの中長期的な視野に立った施策の展開を図ることを念

頭においた計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●計画の位置づけ 

この計画は、法に基づき策定する「高齢者保健福祉計画（法上は「老人福祉計画」）と「介

護保険事業計画」を一体のものとして策定することで、介護保険及び福祉サービスを総合的

に展開することをめざすものです。 

計画の策定にあたっては、大阪市における高齢者に関わる様々な計画との整合性を持った

ものとします。 

 

（計画の関係図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

高齢者保健福祉計画 

高齢者保健・福祉事業全般にわ 

たる供給体制を確保し、総合的なサ 

ービス水準の向上を図ります。 

 

 

介護保険事業計画 

利用者本位の介護サービスを総合的かつ

効率的に提供する体制を整備し、介護保険事

業の円滑な推進を図ります。 
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「団塊の世代」
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＊大阪市の高齢化の現状と将来推計＊  

●大阪市の将来推計人口 

大阪市の総人口は平成27年（2015）以降、人口減少局面に向かうことが予測され、将来

の人口構成比をみると、少子高齢化の進行が予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●今後の高齢化率の推移 

大阪市の高齢化率は上昇し、ますます高齢化が進展しています。

平成25（2013）年の高齢化率は、約24.0％で、平成37（2025）

年には約27.0％になるものと推計されます。 

今後は高齢者のうち、特に、健康や介護の問題が増加してくる

75歳以上の後期高齢者が増加していく予測となっています。 
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資料: 総務省「国勢調査」、大阪市政策企画室調べ将来人口推計（平成26年８月時点） 

 
今後、健康や介護の問題

が増加してくる後期高齢

者が増加。H27からＨ

32年の間に、後期高齢者

数が前期高齢者数を上回

ります。 

大阪市 年齢４区分別将来推計人口 

資料: 大阪市政策企画室調べ将来人口推計（平成26年８月時点） 
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●大阪市の高齢者世帯の状況（将来推計含む） 

大阪市の高齢者を含む世帯のうちの「ひとり暮らし」

世帯が占める割合は、全国や他都市と比べて高い割合と

なっています。 

今後の全国的な世帯の推移からすると、高齢者のひと

り暮らし世帯は、今後も増加が予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●大阪市の認知症高齢者数の推移 
大阪市の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の方につ

いては年々増加しており、増加率は、高齢者人口（第１号被

保険者数）の伸びよりも大きくなっています。 

国の推計では、平成37（2025）年の全国の認知症高齢

者の推計は、高齢者人口の約12.8％になると推計されてお

り、今後も、認知症高齢者の増加が予測されます。 
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大阪市の認知症高齢者数の推計人数の推移 

世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計  

資料: 総務省「国勢調査」 

「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者

数の推計（括弧内は65歳以上人口対比） 

 

資料:大阪市福祉局 

 大阪市の高齢者のひとり暮ら
し世帯の割合である41.1％

は全国平均（24.8%）と比べ

高くなっています。 

 高齢者人口の伸び（8.5%）より
も 認 知 症 高 齢 者 数 の 伸 び

（28.3%）の方が大きくなって

います。 

資料:全国介護保険担当課長会議資料(平成26年２月) 
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●要介護（要支援）認定者数の推移及び認定率 
大阪市の要介護認定者数は、全国と同様、年々増加してい

ます。今後、後期高齢者が増加するため、要介護（要支援）

認定者数は、増加していくものと見込まれます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ひとりで外出可能な比較的元気な高齢者の割合 
大阪市の高齢者実態調査によると、「日常生活はほぼ自

分で行え、ひとりで外出ができる」と答えられた方の割合

は、約86.8％となっています。 

高齢になるほどその割合は少なくなっています。 
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日常生活はほぼ自立、近所であ

ればひとりで外出できる

家の中での生活は概ね自立、ひ

とりで外出できない

生活は誰かの手助けが必要、日

中もベッドのうえが多い

トイレ、食事、着替えなど介助が

必要、一日中ベッドのうえ

無回答
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H21.３末 H22.３末 H23.３末 H24.３末 H25.３末 H26.３末

（千人）

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１ 3% 6%
14%

29%

50%

71% 84%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～94 95歳以上

75歳以上の平均認定率：31％

65歳以上の平均認定率：18％

大阪市の要介護（要支援）認定者数の推移 

年齢階層別の要介護認定率（国の資料から） 

資料:大阪市高齢者実態調査（平成26年４月） 

資料:社会保障人口問題研究所「将来人口推計及び

介護給付費実態調査」（平成24年11月審査分） 資料:大阪市福祉局 

 

 高齢になるほど、要介護（要

支援）認定者の割合は高くな

ります。75歳以上の平均認

定率は、３割を超えていま

す。 

 現状では、比較的元気な高
齢者が多い状況ですが、健

康な状態の維持ため、介護

予防や社会参加の促進など

の取組みが必要です。 

 

年齢階層別 
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＊高齢者施策推進の基本方針＊ 

＊平成37（2025）年の大阪市の姿＊ 

●後期高齢者の増加に伴い、医療と介護両方のサービスを必要とする後期高齢者の増加、

重度の要介護認定者の増加、そして、認知症高齢者の増加が推計されます。 

●「支え手」となる生産年齢人口（15～64歳までの人口）は減少し、核家族化、高齢者

のみ世帯の増加等による家族や親族の支え合いの希薄化など、地域の支え合い機能の低

下も予測されます。 

●現状では、ひとりで外出等が可能な比較的元気な高齢者が多い状況ですが、いつまでも

元気で生き生きと暮らしていただけるよう、高齢者自ら健康状態の維持増進、社会参加

等を通じた介護予防の取組みに努めていただくとともに、元気で意欲のある高齢者には、

不足が予測される「支え手」側に回っていただくなどの取組みを進める必要があります。 

 

 

＊高齢者施策推進の基本的な考え方＊ 

平成37（2025）年に向けた地域包括ケアシステムの構築 

●平成37（2025）年の社会を見据え、高齢者も他の世代と共に社会を支えていく

という考え方を基本として、高齢者の保健福祉をはじめとする諸施策の充実と介

護保険事業の円滑な運営を図ることにより、高齢者一人ひとりが住み慣れた地域

で自立した生活を安心して営み、長寿化した人生を健康でいきいきと豊かに尊厳

をもって暮らすことのできる社会の実現をめざします。 

●今後10年をかけて、高齢者ができる限り住み慣れた地域で、その有する能力に応

じて自立した日常生活を安心して営むことができるよう、医療・介護・介護予防・

住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシ

ステム）の構築をめざします。 

   

   

＊高齢者施策推進の基本方針＊ 

 

 

 

  

（１）健康でいきいきとした 

豊かな生活の実現  

（２）個々人の意思を 

尊重した生活の実現   

（３）安全で快適な 

生活環境の実現   

（４）利用者本位の 

サービス提供の実現   
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＊第６期計画の取組み方針＊ 

平成37（2025）年までの各計画期間を通じて、大阪市の実情に応じた「地域包括ケアシ

ステム」を段階的に構築することを目標として各取組みを推進します。 

地域包括ケアシステムは、「医療」、「介護」、「介護予防」、「住まい」及び「自立した日常生

活の支援」が包括的に確保される体制であり、高齢者ができる限り住み慣れた地域で自立し

た日常生活を営むことができるよう、介護保険サービス、医療保健サービスの充実のみなら

ず、地域の見守りや多様な主体による生活支援サービスなど、様々なサービスが切れ目なく

提供される体制の構築を進めていく必要があります。 

この計画では、地域包括ケアシステムの構築を目標とし、また、今回の介護保険制度改正

により地域支援事業の包括的支援事業に位置づけられる各取組みを着実に推進するため、以

下の５つの点を重点的な取組みと位置付け、施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 厚生労働省 平成26年２月から一部改変 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
高高齢齢者者のの地地域域包包括括ケケアア

のの推推進進体体制制のの構構築築     認認知知症症のの方方へへのの支支援援とと高高齢齢

者者のの権権利利擁擁護護施施策策のの推推進進  

 
介介護護予予防防のの充充実実、、市市民民にによよ

るる自自主主的的活活動動へへのの支支援援   
地地域域包包括括ケケアアにに向向けけたた

ササーービビススのの充充実実  

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿
（イメージ図）

※ 地域包括ケアシステムは、お

おむね３０分以内に必要なサー
ビスが提供される日常生活圏
域を単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅

・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの

コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護

・特定施設入所者生活介護
等

日常の医療：

・かかりつけ医、有床診療所

・地域の連携病院

・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター

・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：

急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

 
高高齢齢者者のの多多様様なな住住

ままいい方方のの支支援援  


